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今回の選挙から投票終了時間が変わります！
投票時間：7時～19時（一部地域は18時まで）

　

投
票
日
当
日
の
投
票
は
決
め
ら
れ
た

投
票
所
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

郵
送
さ
れ
た
「
入
場
券
」
で
投
票
所
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
３
月
27
日
（水）
ま
で
に
市
内

転
居
の
届
け
出
を
し
た
人
は
、
新
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

３
月
28
日
（木）
以
後
に
届
け
出
を
し
た

人
は
、
旧
住
所
地
の
投
票
所
で
の
投
票

と
な
り
ま
す
。

投
票
の
場
所

　

任
期
満
了
に
伴
う
、
長
門
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
が
４
月
７
日
（日）

に
告
示
、
４
月
14
日
（日）
に
投
開
票
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
選
挙
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
選
挙
で
あ
り
、
皆
さ
ん
の
貴
重
な
一

票
に
は
、
長
門
市
の
未
来
が
託
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
選
挙
公
報
な
ど
を
参
考
に
、
あ
な
た
の
大
切
な
一
票
を
ム
ダ
に
し

な
い
よ
う
、
投
票
日
に
は
必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
今
回
の
選
挙
か
ら
、
投
票
終
了
時
間
が
従
来
の
20
時
か
ら

19
時（
一
部
地
域
は
19
時
か
ら
18
時
）に
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

船
員
で
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、

入
場
券
の
代
わ
り
に
「
案
内
文
書
」
を
郵

送
し
ま
す
。
投
票
の
際
に
は
入
場
券
の

代
わ
り
に
、
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書

の
提
示
が
必
ず
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
等
の
人
で
郵
便
等
投
票

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
に
つ

い
て
は
、
投
票
用
紙
請
求
書
が
郵
送
さ

れ
ま
す
の
で
、
投
票
用
紙
を
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

　

選
挙
人
名
簿
登
録
者
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
選
挙
権
停
止
中
の
者
は
除
く
。）

　

選
挙
人
名
簿
は
、
平
成
５
年
４
月
15

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平

成
25
年
１
月
６
日
以
前
か
ら
引
き
続
い

て
長
門
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
人
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
投
票
す
る
日
ま
で
に
、
他

市
町
村
に
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま

せ
ん
。

　

投
票
時
間
は
、
７
時
か
ら
19
時
ま
で

で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
投
票
所
に
つ
い
て
は

７
時
か
ら
18
時
ま
で
で
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

・
大
垰
投
票
所
　
・
田
久
道
投
票
所

・
久
津
投
票
所
　
・
本
郷
投
票
所

・
大
浦
投
票
所
　
・
油
谷
投
票
所

・
水
岬
投
票
所
　
・
川
尻
投
票
所

投
票
で
き
る
人

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

投
票
の
時
間

　

身
体
が
不
自
由
な
ど
の
理
由
で
文
字

が
書
け
な
い
人
は
、
代
理
投
票
が
で
き

ま
す
。
係
員
が
本
人
に
代
わ
っ
て
投
票

用
紙
に
記
入
し
ま
す
。
投
票
の
内
容
が

外
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

目
の
不
自
由
な
人
は
、
点
字
で
投
票

で
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
投
票
所
で
係
員

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。　

代
理
・
点
字
投
票

期

日

前

投

票

　

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
た
め

投
票
で
き
な
い
人
は
、「
期
日
前
投
票
」

が
で
き
ま
す
。
投
票
所
入
場
券
が
届
い

て
い
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
場
所
・
期
間

・
長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
・
各
支
所

　

４
／
８
（月）
～
４
／
13	

（土）

　
　
　
　
　
　
　

８:

30
～
20:

00

・
各
出
張
所

　

４
／
８
（月）
～
４
／
12	

（金）

　
　
　
　
　
　
　

８:

30
～
17:

00

※
居
住
地
域
で
の
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん

平成 24年度明るい選挙啓発標語応募作品
齋藤　加奈恵 �さん（応募当時三隅中学校 1年）

投票日 ４月14日(日)

投票は　政治参加の　第一歩

長門市議会議員一般選挙

私
の
一
票

必
ず
投
票
！

候
補
者
の
氏
名
は
ハ
ッ
キ
リ
と

　

投
票
は
候
補
者
の
氏
名
を
一
人
だ
け

ハ
ッ
キ
リ
と
書
い
て
く
だ
さ
い
。
候
補

者
の
氏
名
や
字
を
忘
れ
た
と
き
は
、
投

票
記
載
台
に
掲
示
し
て
あ
る
候
補
者
一

覧
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

投
票
用
紙
を
汚
損
し
た
場
合
や
、
書

き
損
じ
た
と
き
は
、
投
票
用
紙
を
再
交

付
し
ま
す
の
で
投
票
所
の
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
忘
れ
ず
に

　

投
票
所
を
案
内
す
る
入
場
券
は
自
宅

へ
郵
送
し
ま
す
。
氏
名
と
投
票
所
を
よ

く
お
確
か
め
の
上
、
投
票
日
に
は
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

入
場
券
が
届
か
な
い
場
合
や
入
場
券

を
紛
失
し
た
場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
れ

ば
投
票
で
き
ま
す

の
で
、
当
日
、
投

票
所
の
受
付
係
に

申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
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●
日
時　

４
／
14 

（日）     

20:

30
〜

●�

場
所　

な
が
と
総
合
体
育
館

●
中
間
発
表　

21
時
30
分
か
ら
30
分
お

　

き
に
行
う
予
定
で
す
。

※
開
票
状
況
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ほ
っ

　

ち
ゃ
テ
レ
ビ
で
も
お
伝
え
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　

長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

℡
23
‐
１
１
６
７	

開

票

不

在

者

投

票

指
定
病
院
な
ど
に
入
院
中
の
人

		

指
定
病
院
な
ど
に
入
院
し
て
い
る
人

は
、
そ
の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。	

病
院
長
や
施
設
の
管
理
者
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

市
外
に
滞
在
中
の
人

		

本
人
が
「
宣
誓
書
・
請
求
書
」
に
よ
り

長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
不
在
者
投

票
用
紙
の
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

投
票
用
紙
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
そ

の
投
票
用
紙
を
持
っ
て
滞
在
地
の
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
行
き
、
不
在

者
投
票
を
し
ま
す
。	

請
求
は
早
め
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

害
は
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
、
内

臓
機
能
の
障
害
は
特
別
項
症
か
ら
第

３
項
症
と
書
い
て
あ
る
人

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護

５
と
書
い
て
あ
る
人

　

対
象
者
は
あ
ら
か
じ
め
「
郵
便
等
投

票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
、
自
宅

な
ど
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

投
票
用
紙
の
請
求
は
４
月
10
日
（水）
ま

で
で
す
。

代
理
記
載
で
郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視

覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級
と
書
い
て

あ
る
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視
覚

の
障
害
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第

２
項
症
と
書
い
て
あ
る
人

　

代
理
記
載
の
方
法
に
よ
る
投
票
を
行

う
た
め
に
は
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
に

加
え
、
あ
ら
か
じ
め
手
続
き
（
代
理
記
載

の
た
め
の
申
請
、
代
理
記
載
人
の
届
出
）

が
必
要
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障

害
は
１
級
か
２
級
、
内
臓
機
能
の
障
害

は
１
級
か
３
級
、
免
疫
・
肝
臓
の
障
害

は
１
級
か
ら
３
級
と
書
い
て
あ
る
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障

投 票 区 投　　票　　所 行　　　政　　　区

通 長門市通公民館会議室 通 1 区・通 2 区・通 3 区・通 4 区・通 5 区・通 6 区・通 7 区・
通 8 区・通 9 区・通 10 区・通 11 区・通 12 区・通 13 区

田ノ浦 通地区シニアプラザ 通 14 区・通 15 区・通 16 区
白潟 白潟公民館 白潟 1 区・白潟 2 区・白潟 3 区

仙崎第１ 仙崎小学校屋内運動場 祇園町・南町・幸町・旭町・錦町・新屋敷町・
新開町・鳥越 1 区・鳥越 2 区

仙崎第２ あおい幼稚園 栄町・本町・北本町・洲崎町・今浦町・鍛冶屋町・
中新町・新町

大日比 大日比公会堂 大日比
大泊 青海島地区多目的研修集会所 大泊
青海 青海集落センター 青海
田屋 田屋公会堂 田屋

湊 湊２区公会堂 駅前区・湊 1 東区・湊 1 西区・湊 2 区・湊中央区・湊 3 区

正明市 長門市中央公民館玄関ホール 中山・緑ヶ丘・藤中・江良・正明市 1 区・正明市 2 区・
正明市 3 区・正明市 4 区・正明市 5 区・上郷・下郷

上川西 上川西市営住宅集会所 下川西・上ノ原・後ヶ迫・開作・上川西 1 区・
上川西 2 区・上川西 3 区

板持 板持公会堂 板持 1 区・板持 2 区・板持 3 区・板持 4 区
長門河原 河原活性化センター 殿台・大河内・小河内・河原

湯本 湯本温泉旅館協同組合会議室 門前・湯本・三ノ瀬
渋木 大畑体育館１階多目的室 山小根・渋木中区・坂水・渋木 1 区・渋木 2 区・渋木 3 区
大垰 大垰集会所 大垰　　　　　　　　      ※ 投票時間は 18 時まで

真木 真木公会堂 真木
木津 木津区民館 小原・木津

大羽山 長門市俵山公民館会議室 郷・黒川・大羽山
湯町 湯町区公民館 湯町・上政・上安田・下安田・七重

一の瀬 一の瀬公会堂 滝坂・一の瀬・三隅中畑・杉山
宗頭 長門市宗頭文化センター研修室 樅の木・宗頭・兎渡谷

上中小野 上中小野集落センター 麓・上中小野・下中小野・辻並
大竹 大竹集落センター 大竹・正楽寺
土手 長門市三隅保健センター 市・湯免・三隅中村・土手・久原・生島
津雲 津雲集落センター 津雲・飯井

野波瀬 野波瀬漁協会館 野波瀬
豊原 はつらつステーション三隅 向山・豊原・二条窪・平野・上東方
浅田 三隅勤労者スポーツセンター 下東方・小島・浅田・殿村新開・向開作・沢江・上ゲ

古市 長門市日置保健センター 黄波戸口・堀田・亀山・亀山団地・古市・上城・狩宿・一円・
向田・川原・日置中村・東坂本・西坂本・炭床・長行

黄波戸 黄波戸漁村センター 長崎・黄波戸・矢ケ浦・茅刈・境川

国広 日置高齢者コミュニティセンター 大内山上・大内山下・畑・国広・真口・新市・
農士園・小野地

野田 野田北集会所 北山・野田北・野田南・雨乞
久富 久富公民館 亀田・植松・荒人・長久・杣地・有宗・広中・稲石・人丸

新別名 油谷支所玄関ホール 新別名・駅通・大迫・東大坊

油谷河原 油谷河原農業研修所多目的ホール 芝崎・大坊・田上・二ノ瀬・坂根・山根・札場・
河原浦・大江

伊上 伊上公民館 浅井・尾崎・里・伊上浦・岡・宮ノ馬場・上り野・
前方・須方・綾湖・貝川

蔵小田 蔵小田交流館 上蔵小田・下蔵小田・油谷中畑・渡場・掛渕
津黄 山口県漁業協同組合津黄支店大広間 上津黄・東津黄・西津黄
後畑 宇津賀出張所会議室 東後畑・大畠・青村
立石 山口県漁業協同組合立石支店集会所 東立石・西立石
角山 角山老人憩いの家 小田・赤屋・木吹・大川尻

田久道 久原堂 田久道　　　　　　　     ※ 投票時間は 18 時まで

久津 向津具保育園ホール 白木・久津　　　　　     ※ 投票時間は 18 時まで

本郷 向津具出張所事務室 大和・南方・本郷・山崎・上野西    ※ 投票時間は 18 時まで

大浦 大浦高齢者交流センター 大浦東・大浦西　　　    ※ 投票時間は 18 時まで

油谷 油谷公会堂 油谷　　　　　　　　     ※ 投票時間は 18 時まで

水岬 水の口公会堂 水岬　　　　　　　　     ※ 投票時間は 18 時まで

川尻 川尻老人憩いの家 中ノ森・上野東・川尻東・川尻西  ※ 投票時間は 18 時まで

投票所のご案内 投票は決められた投票所で行うことになっています。
郵送された「投票所入場券」で投票所を確認してください。
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投
票
日
当
日
の
投
票
は
決
め
ら
れ
た

投
票
所
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

郵
送
さ
れ
た
「
入
場
券
」
で
投
票
所
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
３
月
27
日
（水）
ま
で
に
市
内

転
居
の
届
け
出
を
し
た
人
は
、
新
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

３
月
28
日
（木）
以
後
に
届
け
出
を
し
た

人
は
、
旧
住
所
地
の
投
票
所
で
の
投
票

と
な
り
ま
す
。

投
票
の
場
所

　

選
挙
人
名
簿
登
録
者
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
選
挙
権
停
止
中
の
者
は
除
く
）

　

選
挙
人
名
簿
は
、
平
成
５
年
４
月
29

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平

成
25
年
１
月
10
日
以
前
か
ら
引
き
続
い

て
長
門
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
人
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
月
11
日
以
降
に
県
内
市
町
か
ら
長

門
市
に
転
入
し
た
人
は
、
前
住
所
地
で

投
票
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

投
票
で
き
る
人

投
票
時
間
そ
の
他

期

日

前

投

票

　

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
た
め

投
票
で
き
な
い
人
は
、「
期
日
前
投
票
」

が
で
き
ま
す
。
投
票
所
入
場
券
が
届
い

て
い
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
場
所
・
期
間

・
長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
・
各
支
所

　

４
／	

12	

（金）
～
４
／
27	

（土）

　
　
　
　
　
　
　

８:

30
～
20:

00

・
各
出
張
所

　

４
／
12	

（金）
～
４
／
26	

（金）

　
　
　
　
　
　
　

８:

30
～
17:

00	
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
・
日
を
除
く
）

※
居
住
地
域
で
の
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん

投票日 ４月28日(日)
参 議 院 議 員 補 欠 選 挙

●
投
票
時
間
は
、
７
時
か
ら
19
時
ま
で

　

で
す
。（
一
部
の
投
票
所
を
除
く
。
８

　

ペ
ー
ジ
の
「
投
票
の
時
間
」
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
）

●
入
場
券
に
つ
い
て
は
８
ペ
ー
ジ
の
「
入

　

場
券
を
忘
れ
ず
に
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
船
員
で
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
の

　

交
付
を
受
け
て
い
る
人
、
身
体
障
害

　

者
等
で
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付

　

を
受
け
て
い
る
人
は
、
８
ペ
ー
ジ
の

　
「
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
」

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
日
時　

４
／
28 

（日）     

20:

30
〜

●�

場
所　

な
が
と
総
合
体
育
館

●
中
間
発
表　

21
時
30
分
か
ら
30
分
お

　

き
に
行
う
予
定
で
す

※
開
票
状
況
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ほ
っ

　

ち
ゃ
テ
レ
ビ
で
も
お
伝
え
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　

長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

℡
23
‐
１
１
６
７　

開

票

　欠員に伴う、参議院議員補欠選挙が４月11日（木）に告示、４月28日（日）に投開票が行われます。
この選挙は、わたしたちの未来を選択することとなる重要な選挙です。
　各家庭に配布される選挙公報や政見放送などを参考に、よく考えて、あなたの大切な一票をムダ
にしないよう、投票日には必ず投票に行きましょう。

●
代
理
・
点
字
投
票
を
希
望
す
る
人
は
、

　

８
ペ
ー
ジ
の
「
代
理
・
点
字
投
票
」　

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
不
在
者
投
票
を
希
望
す
る
人
は
、
９

　

ペ
ー
ジ
の
「
不
在
者
投
票
」
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い

●
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
希
望
す

　

る
人
は
、
９
ペ
ー
ジ
の
「
郵
便
等
に

　

よ
る
不
在
者
投
票
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

な
お
、
投
票
用
紙
の
請
求
は
４
月
24
日

　

（水）
ま
で
で
す

４
月
11
日
は
み
す
ゞ
の
誕
生
日

み
ん
な
で
祝
お
う
！

　

や
さ
し
さ
の
あ
ふ
れ
る
詩
が

全
国
へ
と
広
が
り
、
多
く
の
人

に
愛
さ
れ
て
い
る
金
子
み
す
ゞ
。

そ
の
み
す
ゞ
の
110
回
目
の
誕
生

日
を
祝
う
と
と
も
に
、
平
成
15

年
の
開
館
以
来
120
万
人
を
超
え

る
来
館
者
が
訪
れ
て
い
る
、
金

子
み
す
ゞ
記
念
館
の
開
館
10
周

年
を
記
念
し
て
、
セ
レ
モ
ニ
ー

を
開
催
し
ま
す
。

　

多
く
の
み
な
さ
ん
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日　

時　

４
／
11 

（木）    

10
時
〜

■
会　

場　

金
子
み
す
ゞ
記
念
館

■
内　

容

●
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー

　

バ
ル
ー
ン
セ
レ
モ
ニ
ー
、み
す
ゞ

　

保
育
園
園
児
に
よ
る
合
唱
、
み

　

す
ゞ
少
年
少
女
合
唱
団
に
よ
る

　

合
唱　

な
ど

●
関
連
行
事

　

み
す
ゞ
燦
参
Ｓ
Ｕ
Ｎ　
モ
ザ
イ

　

ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ス
タ
ー
ト
式

■
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
政
策
課
企
画
調
整
係

　
　
　
　
　
　

℡
23-

１
２
２
９

生
誕
110
年

金
子
み
す
ゞ
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー

写真提供：金子みすゞ著作保存会



市
民
の
力
で
ま
ち
が
輝
く

「
市
民
協
働
」
は
、
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

市民等の責任と

主体性によって

独自に行う領域

市民等の主体性

のもとに行政の

協力によって行

う領域

市民等と行政が

それぞれの主体

性のもとに協力

して行う領域

市民等の協力や

参加を得ながら、

行政の主体性の

もとに行う領域

行政の責任と

主体性によっ

て、独自に行

う領域

市民等 行　政
市民等と行政が
対等な立場での
協働のまちづくり

住むことに喜びを感じ誇れる豊かな地域社会の実現

地域課題の解決・地域の活性化

市民等同士の協働 市 民 等 と 行 政 の 協 働

市
民
協
働
の
実
例　

〜
母
な
る
海
を
守
る
会
の
活
動
〜

　

油
谷
大
浦
地
区
で
は
、
母
な
る
海

を
守
る
会（
代
表
：
島
壽
一
明
さ
ん
）

に
よ
っ
て
、
毎
年
５
月
、
海
岸
の
漂

着
ゴ
ミ
の
収
集
活
動
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。母
な
る
海
を
守
る
会
の
企
画
・

運
営
に
、
市
民
、
事
業
者
、
そ
し
て

行
政
が
連
携
す
る
こ
と
で
、
市
民
協

働
が
実
践
さ
れ
て
い
ま
す

11

※図中の「市民等」とは、市民の皆さんや地域コミュニティー、市民活動団体、企業等事業者の総称です

　

市
民
が
、
住
む
こ
と
に
喜
び
を

感
じ
、
誇
れ
る
豊
か
な
地
域
社
会

を
実
現
す
る
た
め
、
市
民
の
皆
さ

ん
と
行
政
が
お
互
い
考
え
、
自
ら

が
持
っ
て
い
る
良
い
と
こ
ろ
を
出

し
あ
い
、
行
動
す
る
「
市
民
協
働

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
づ
く

り
」
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

市
民
協
働
と
は
何
か
？

　
「
協
働
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
体
が
、
対
等
か
つ
自
由
な
立
場

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
と
特
性
を

踏
ま
え
て
、
共
通
の
目
標
達
成
の

た
め
に
、
共
に
取
り
組
む
関
係
を

い
い
ま
す
。

　

長
門
市
で
は
、
今
後
、
市
民
の

皆
さ
ん
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

市
民
活
動
団
体
、
企
業
等
の
事
業

者
と
行
政
が
、
お
互
い
の
自
立
性
・

自
主
性
を
尊
重
し
な
が
ら
連
携

し
、
弱
体
化
し
つ
つ
あ
る
集
落
機

能
の
再
生
、
市
民
活
動
団
体
の
活

性
化
に
む
け
た
施
策
を
展
開
す
る

こ
と
で
、
市
民
協
働
に
よ
る
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
住
み
よ
い
ま
ち
づ

く
り
を
み
ん
な
で
進
め
て
い
き
ま

す
。

「母なる海を守る会」による海岸清掃で協力して漂着ゴミを運ぶ


